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──23年ぶりに住民から直接請求が出たことを、どう
受け止めますか？
尾崎都議：石原知事は、以前から「エネルギー政策
は国の根幹だから、センチメンタルに判断するべ
きことではない」と発言し、この条例案に反対を
表明しましたが、私はちょっと違うと思っていま
す。国の根幹にかかわることだからこそ、一度、
しっかり国民の声を聴くべきではないかと。
──この条例案は、稼働を止めるための条例案では
ないと？
尾崎都議：条文を読めば、投票結果の尊重とは書い
てありますが、投票によって再稼働の判断を決め
るものではないと私は理解しましたし、お会いし
た署名を集めた方々も、そのように言っていまし
た。
──代議制民主主義なのだから、住民の声を聴くの
は議会の自己否定だという人がいますが？
尾崎都議：議員がそれほど偉くて立派だとは、国民
は考えていないと私は思います。民主主義の基本
は、国民の民意です。多忙な国民に代わって、議員
が膨大な議案を採決していますが、重要な案件に
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ついては、国民の声を聴くことが代議制民主主義
の補完になると思います。
──もし住民投票が実施され、再稼働反対が多数を
占めたら、どうしますか？
尾崎都議：署名をした人の多くが、不安のない社会
の実現を求めていたと思います。原発という底知
れぬ不安を一日でも早く取り除いてほしいと願う
人が、多ければ多いほど、代替エネルギーの議論
が加速すると、私は確信していますので、反対す
る人の多さが日本のクリーン技術を加速させると
いう意味で歓迎します。 （うら面へ続く）
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▶都議会第２回定例会に提出された原発稼働の是非
を問う住民投票条例案が、自公などの反対多数で否決
されました。民主党で、修正案づくりを担った尾崎大介
都議に話を聞きました。
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尾崎大介尾崎大介
●尾崎大介プロフィール● 昭和49年生まれ。日本大学農獣医学部卒。山花郁夫衆議院議員公設第一秘書を経て、平成17年に北多摩第三選挙区
（調布市・狛江市）より都議選に初当選。ＮＰＯ法人 エコクラブ参与。平成21年２期目トップ当選。財政委員会副委員長、都議会民主党総務会副会長、
都市整備委員会委員長などを歴任。現在、都議会民主党政調会長代行、環境・建設委員会理事。●資格●測量士、宅地建物取引主任者
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──修正案では賛成に一致した民主党でしたが、原案
では党議拘束をはずしました。なぜですか？
尾崎都議：原案の投票資格者には、外国人や16歳以
上の未成年者も入っていました。また、文言の明ら
かな間違いもあり、私たちは修正案を作成しまし
た。しかし、委員会で否決された修正案は本会議に
提出されることなく、原案のみの採決になったた
め、一人一人の判断に委ねたのです。私は文言の問
題よりも、民意を表明したいと願って集めた32万

筆の重さを優先し、原案に賛成しましたが、修正案
づくりもしなかった自民、公明には残念です。
──原発に対する今後の取り組みは？
尾崎都議：原発の稼働、再稼働の判断は国の責任で
すが、地域で効率の良い電力の需給を考える時代
において、代替エネルギーの議論を加速させるの
は、都道府県の役割です。
都議会でも太陽光パネルの普及促進など、実現可
能な政策を提言していきます。
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民主党調布市支部　予算編成に対する要望とその成果
▶尾崎都議が支部長を務める民主党調布市支部で
は、これまで、さまざまな予算要望を行ってきました。
その中から、市政と都政の連携によって、前進した項
目を紹介します。

●法律相談業務の拡充
市民ニーズの高い法律相談業務について、現在、
2ヶ月に１回行っている土曜相談を、毎月１回に拡充す
ること。
→平成２４年４月から、毎月１回、第２土曜日に法
律相談を実施。

●市報などの配布業務の内容改善
市報などの全戸配布委託業務につい
て、防犯的な視点と、福祉的な高齢者
見守りの視点を併せ持った業務内容へ
改善すること。
→市報・平成24年４月５日号の配布
時から、配布員が防犯パトロール
ベストを着用している。

●地域センターなどの設備改善
地域センターやふれあいの家の畳敷き
会議室を、洋間タイプのものに替えるこ
と。また、キャスターつき机や椅子など、

軽量で移動しやすいものへと随時交換すること。
→洋間の備品に関しては、交換時に随時軽量化。
二次避難所という機能を考慮し、畳敷きの部屋
が必要という判断から、今後「和室に高机と高椅
子」という要望へ。

●観光振興
調布の映画産業を全国にアピールし、観光振興に役
立てるため、2012年日本映画批評家大賞授賞式の調
布市開催を目指すこと。
→2012年は実現。13年以降については現時点で
は不明。

▲調布市長に要望書を手渡す尾崎都議と市議団


